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甲
賀
広
域
行
政
組
合
消
防
本

部
で
は
、
令
和
４
年
１
月
４
日

（
火
）
、
『
年
頭
視
閲
式
』
を

実
施
し
ま
し
た
。

こ
の
『
年
頭
視
閲
式
』
と
は
、

年
頭
に
あ
た
り
、
消
防
職
員
の

厳
正
な
規
律
の
保
持
と
士
気
の

高
揚
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
例

年
実
施
し
て
い
る
も
の
で
す
。

本
年
も
昨
年
同
様
、
全
職
員

が
万
全
の
感
染
防
止
対
策
を
講

じ
な
が
ら
式
典
に
臨
み
、
本
組

合
管
理
者
で
あ
る
生
田
湖
南
市

長
、
本
消
防
本
部
本
田
消
防
長

に
よ
る
年
頭
訓
示
と
視
閲
を
受

け
、
安
心
・
安
全
な
ま
ち
づ
く

り
へ
の
気
持
ち
を
新
た
に
し
ま

し
た
。

『
寅
年
』
で
あ
る
新
し
い
年

は
、
一
日
で
も
早
い
コ
ロ
ナ
禍

の
終
息
を
願
い
な
が
ら
、
職
員

全
員
が
一
丸
と
な
り
、
何
事
に

も
『
ト
ラ
イ
』
す
る
気
持
ち
を

大
切
に
し
、
消
防
業
務
に
取
り

組
ん
で
い
き
ま
す
。

Ｎ
Ｔ
Ｔ
西
日
本
の
電
話
交
換
機
の
更
新
工
事
に
伴
い
、
本
消

防
本
部
管
内
に
お
い
て
、
１
１
９
番
通
報
が
不
通
と
な
る
時
間

帯
が
発
生
し
ま
す
。

１
１
９
番
通
報
が
不
通
と
な
っ
た
場
合
の
対
応
は
、
次
の
と

お
り
と
な
り
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
大
変
ご
迷
惑
を
お

か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

119番通報が不通となる時間帯
令和４年２月25日(金)０時00分から３時00分までの内、約３分間

上記時間帯であっても、まずは119番通報をしてください。

119番通報が話し中（プープー音）となり、つながらない場合は、

【0748-62-0119】に再度通報してください。

※再度通報する際は、携帯電話を使用いただくと確実につながります。

※NET119緊急通報システムは、問題なくご利用いただけます。

住民の皆さんへのお願い

×119 → 〇0748-62-0119
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甲賀広域行政組合消防本部からの情報を発信します！
隔月１回
15日発行
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令和３年甲賀消防管内

災害発生状況(12月末現在)

火 災 56件

救 急 5451件

救 助 79件

その他 318件

Facebook

※上記QRコードで簡単にアクセスできます。

https://www.facebook.com/kokashobo.119/

甲 賀 消 防３
月
１
日
～
３
月
７
日

甲
賀
広
域
行
政
組
合
消
防
本
部
・
各
消
防

署
で
は
、
令
和
３
年
12
月
上
旬
、
火
災
の
多

発
期
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
地
域
の
実
態

を
最
も
把
握
し
て
い
る
民
生
児
童
委
員
の
方

に
ご
協
力
を
い
た
だ
き
、
高
齢
者
や
身
体
が

不
自
由
な
方
な
ど
の
『
要
配
慮
者
』
世
帯
を

対
象
と
し
て
、
『
防
火
訪
問
』
を
実
施
し
ま

し
た
。

こ
の
『
防
火
訪
問
』
で
は
、
消
防
職
員
が

民
生
児
童
委
員
の
方
と
と
も
に
各
世
帯
を
訪

問
し
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
や
暖
房
器
具
の

設
置
状
況
の
確
認
な
ど
、
住
宅
防
火
に
関
す

る
指
導
を
行
う
と
と
も
に
、
近
隣
住
民
の
方

と
の
協
力
体
制
の
確
認
を
行
い
ま
し
た
。

今
後
も
、
本
消
防
本
部
・
各
消
防
署
で
は
、

定
期
的
に
『
防
火
訪
問
』
を
実
施
し
、
住
宅

火
災
か
ら
一
人
で
も
多
く
の
命
を
守
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
、
関
係
団
体
と
連
携
し
て
火

災
予
防
の
輪
を
広
げ
て
い
き
ま
す
。

な
お
、
消
防
職
員
が
住
宅
用
火
災
警
報
器

や
消
火
器
を
販
売
す
る
こ
と
は
一
切
あ
り
ま

せ
ん
の
で
、
消
防
職
員
を
名
乗
る
訪
問
販
売

な
ど
に
は
十
分
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

甲
賀
広
域
行
政
組
合
消
防
本
部
・
各
消
防
署
で
は
、

令
和
３
年
12
月
17
日(

金)

に
大
阪
市
北
区
で
多
数

の
死
傷
者
が
発
生
し
た
ビ
ル
火
災
を
受
け
て
、
同
月

18
日(

土)

か
ら
１
３
６
件
の
類
似
施
設
を
対
象
に
緊

急
査
察
を
実
施
し
ま
し
た
。

緊
急
査
察
で
は
、
避
難
経
路
と
な
る
階
段
等
に
避

難
の
障
害
と
な
る
物
件
が
置
か
れ
て
い
な
い
か
、
防

火
戸
の
閉
鎖
に
支
障
と
な
る
物
件
が
置
か
れ
て
い
な

い
か
な
ど
、
火
災
が
発
生
し
た
際
の
避
難
経
路
の
確

認
を
は
じ
め
、
防
火
管
理
の
状
況
や
消
防
用
設
備
等

の
設
置
・
維
持
管
理
状
況
の
確
認
を
行
い
、
関
係
者

に
対
し
て
防
火
対
策
に
関
す
る
指
導
を
行
い
ま
し
た
。

建
物
の
所
有
者
等
の
皆
さ
ん
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

火
災
等
の
有
事
の
際
に
建
物
の
利
用
者
が
ス
ム
ー
ズ

に
避
難
で
き
る
よ
う
、
通
路
や
階
段
等
の
適
切
な
維

持
管
理
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 ✓


